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 ＡＤＲ（裁判外の紛争解決手段）について、関係省庁等の緊密な連携の下、ＡＤＲ
に関する関係機関等の連携強化に係る諸方策の推進等を図るため、「ＡＤＲの拡充・
活性化関係省庁等連絡会議」（以下、「連絡会議」という。）を設置し、本日、第１回
連絡会議を開催しました（連絡会議の概要については、別紙参照）。 
 連絡会議の設置については、司法制度改革推進計画（平成 14 年３月 19 日閣議決定）
において、ＡＤＲに関する関係機関等の連携強化を図るために政府が構ずべき措置と
して明記されているところです。 
今後、連絡会議では、ＡＤＲ機関等の連携を促進するための具体的方策の検討を進
め、関係省庁等として横断的・重点的に取り組む施策を明らかにしたアクション・プ
ラン（仮称）を平成１４年度中を目途に作成することとしています。 
 
 
 

               
 


